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確
定
申
告
は
お
早
め
に

住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
申
告
相
談
会

　

30
年

に

ン
な
ど
を

し
て

を

し
た
人
や
、

を

入

な
ど
し
た
人
は
、

一

の

に
当
て
は
ま
れ
ば
、
入

し
た
年
か
ら

10
年

、

入

が

け
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の

を

け
る
に
は
、
所

の

告
が

で
す
。

所

者
は
１
年

に

告
を
す

る
と
、

年

は
年

で

が

け
ら
れ
ま
す
。

　

な

、

告
に

な

は
、
国

ム

で
ご

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
こ
の

の

告

会

が

の
日
程
で

さ
れ
ま
す
。

●
申
告
相
談
会

と
き
　
１
月
30
日
（
水
）

月

１
日
（

）

午
前
10
時

11
時
30

午
後

時

３
時
30

（
１
日

2
回

）

け

け
は
そ
れ

れ

午
前
9

時
30

10
時

午
後
1
時
30

2
時

と
こ
ろ
　
日

会

（
日

町

62-

３
）

必
要
な
持
ち
物

イ

ン

ド

持
っ
て
い
な
い

4

4

4

人
は
、
番

（
通
知

ド
な
ど
）

よ

、

医

の

者

、

、
障

者
手

、

在

ド
な
ど
）

保
険
税
、
保
険
料
の

納
付
額
を
送
付

　

30
年

に

い
た
だ
い
た

国

後

者
医

の

を

知
ら
せ
す
る
は
が
き
を
１
月
下

に

し
ま
す
。

告
や

の

告
に
ご

く
だ
さ
い
。

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

の
送
付

　

65
歳

で

を

け
て
い

る
人
は
、
所

の

告
な
ど
で
障

者

の

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

者
に
は
、
１
月
下

に

を

し
ま
す
の
で
、

告

な
ど
の

に
こ
の

（

も

）
を

し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　

30
年
12
月
31
日
現
在

（
年
の

で

し
た
場
合
は

日
）、

の
全
て
に

当
す
る
人

１

５
（

支
援

で
も

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

65
歳

そ
の
他　

障

（

通
障

、

障

）
に
変

が
な
け
れ
ば
、

前
の

で
も

告
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、

回

す
る

は

30
年

の

告

で
す
。
過
去
の

本
人

（

な
ど
）

（

30
年

）

会

の
場
合

（

よ

）
の

事

明

（
法

行
）

（

よ

）
の

ま
た
は

事

の

入
年
月
日
と
取

価

の

か
る
部

の

し

の

し
、

の

し
、
ま
た
は

事

明

な
ど
の
場
合

取

に

る

入

の

年

明

（

な

ど
か
ら
交

を

け
た
も
の
）

の

け
取
り

行

番

な
ど
が

か
る
も
の
（
本
人

に

る
）

告
告

が

さ
れ
て
い
る
場
合

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

確
定
申
告
と
住
民
税
申
告
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要

　

告
と

告
の
手
続

き
に
は
、

イ

ン

の

と

本
人

の

ま
た
は

し

の

が

で
す
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
っ
て

い
る
人

イ

ン

ド
の
み

●
持
っ
て
い
な
い

4

4

4

人

番

１
つ
（
通
知

ド
、

の

し
（

イ

ン

入
り
）
な

ど
）

本
人

１
つ
（

を

告
す
る
場
合
は
、

前
の

を

す
る
か
、

で

の

交

を

け
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

所
得
税
・
贈
与
税
の
申
告
関
係

▼
昭
和
税
務
署
☎
０
５

（
８
８
１
）

８
１

１
内
に

い
、

に
応
じ

た
番

を

し
て
く
だ
さ
い
。

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
申
告
相
談

会
関
係

▼
昭
和
税
務
署
個
人
課
税
部
門
☎
０

５

（
８
８
１
）
８
１

１

内
に

い
、
「

」
を

し
て
く
だ
さ
い
。

県
税
関
係
（
事
業
税
な
ど
）

▼
名
古
屋
南
部
県
税
事
務
所
☎
０
５

（
６
８

）
８

３

住
民
税
の
申
告
関
係

▼
税
務
課
町
民
税
係
☎
０
５
６
１

（
56
）
０

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
、
介
護

保
険
料
の
納
付
額
関
係

▼
長
寿
介
護
課
介
護
保
険
係
☎
０
５

６
１
（
56
）
０

３
５

国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
額
関
係

▼
保
険
医
療
課
保
険
徴
収
係
☎
０
５

６
１
（
56
）
０

３
８

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
額

関
係

▼
保
険
医
療
課
医
療
係
☎
０
５
６
１

（
56
）
０

３

と
き
　

月
18
日
（
月
）

３
月

15
日
（

）

と
こ
ろ
　

場

大
会

し
く
は
、

と
う
ご
う

月

に

で
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

申
請
書
の
作
成

　

所

と

所

の

告

は
、
国

ム

「

告

」
で

で
き

ま
す
。

内
に

っ
て
入
力
す
れ
ば
、

な
ど
は

動

で
き
ま
す
。

　

31
年
１
月

は
、

ン
に
よ
る

も

で

す
。
（

し
く
は
、
国

の

ム

を
ご

く
だ
さ
い
。）

　

に
、

所

者
で
、
医

ま
た
は

る
さ
と

な
ど
の

告
を
行
う
場
合
は
、
「

」
に
よ
る

告
が

で
す
。

ID

ド
方

に
よ
る
場

合
は
、
事
前
に

で
手
続

き
し
て
下
さ
い
。
（
た
だ
し
、
前
年

に

告
会
場
な
ど
で

に
取

さ
れ
て
い
る
ID
な
ど
は

31
年
か

ら
も

で
き
ま
す
。）

役
場
で
の確定

申
告
会
場
開
設


